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クリュニー修道院における
COn・e・SuSの変化とその背景

清　沢　香代子

　古来から修道院では修道士の宗教活動を保証する必要上，世俗的業務に専念

する人々の存在が不可欠であった。この意味で院内は二階層に区分されえる。

俗人層の中ではConVerSuSが良く知られており，このConVerSuSを本格的に導

入したのがシトー会であった。同会はそれまでの教会的・封建的・領主的諸

収入の一切を拒否し，自らの労働収益によって生計をたてるために自家経営

Eigenbewirtschaftungにのりだしたが，修道士は典礼の勤めの上にさらに労働

に従事することが困難であったため，その不足を補うべくCOnVerSuSが登場し
　　　　（1）
たのである。したがってシトーに典型例を見るC㎝VerSuSは，俗人で生涯修道

院経済の担い手として働いた固定した身分の者達である。一般に助修士Laien－

bruderと訳されるのはこの範躊の人達である。他方向じ。onversusと称され

てもユ2世紀以前に現われるものは，この手仕事を担う。onversusと大分様相を

異にしているといわれる。そこで本稿は，ユ1・12世紀に西ヨーロッパを席巻し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
た大修道会クリュニーについてこのCOnVerSuSのあり方を跡付けてみたい。こ

こではまずユエ世紀のConVerSuSについて考察，さらにシトーに代表される新し

いタイプのCOnVerSuSの出現とその背景について論を進めていく。

　ユエ世紀当時人々が修道院でいかに生活したかは，慣習規定COnSuetudineSに
　　　　　　　（3）
窮うことができる。人々がどのように組織されていたかを問題にしよう。クリュ

ニーへ来た修道志願者は1年間の修練期を経た後，誓願を立てる。このとき修道

院長は各人に与えられた恩寵に基づいて今後教会でr読み歌うことができる者は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
これを行うように。それができない者は燭台と香炉を運ぶように」命じている。

さらに司祭SaCerdoSと助祭1eVitaはその職務に就く前に，どのように叙品さ

れたか，知識がどのくらいありいかような自覚であるか調査された。修道院の
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人的機構についてK・ハリンガーは，幼少時に修道院へ人ったnutritusと成

人してから自らの意志で入った。onversusに二分し，その下に奉仕人DienstIeute
　　　　　　（5〕
の存在を認めた。しかし誓願後各自の能力に合わせて職務が分担されたことか

ら，成人の入会者にも区分が必要であ孔こうしてN・ハントやW・テスケは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6〕
修道士をpuer，cantor，conversusにわけた。W・テスケによれば教育を受け

ている最中の児童，聖職者修道士K1erikerm6nch，俗人修道士Laiθnmδnch

である。この三区分に保って，修道士の使用する手拭の一節が興味をひく。ウ

ダルリクスの慣習規定によると「一本はpuθrのものである。二本目は。antor

のものである。三本目は三di〇七aのものである。」これに対してベルナルドゥス

は五本あげて，r一本はpuerすなわち中位者のものである。二本はsacerdos

と1eVitaすなわち上位者のものである。残りの二本は，その他のCantorと下
　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
位者である。onversusのものである。」ここからpuerと並んで，conver＝；us

つまりidiOtaのグループが，さらにSaCerdOSと1eVi七aを含むCantOrのグルー

プが確認され，それぞれ中位・下位・上位に位置づけられたことがわかる。つ

まりConVerSuSはラテン語の読書きの能力を欠く，修道士の中でも下位に設定

された存在なのである。

　このような状況におかれたConVerSuSの担った仕事を見ると，第一に目につ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
くのがミサ聖祭のときに十字架と香炉の捧持者として現われることである。

C㎝VerSuSは司祭，助祭，児童とともに典礼の聖祭に加わっているが，ミサの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
侍者としてSerVitOrθ㏄1eSiaeと形容される存在にすぎないのであ乱また祝

日の行列prooeSsioに際して。onversusが主に担ったものは十字架・燭台・香
　　　　　（10）
炉・聖水である。これに対して他の者達が何をもったかを見ると，CantOr（SeniOr，

sacerdos）が聖遺物をもち，puer（infans）が福音書のテキストをもっといった

具合である。持つものの重要度からもConVerSuSのおかれた状況がうかがえ

る。さらに象徴的なのは週ごとに交代する厨房の当番で，COnVθrSuSは聖職者

修道士とともに働いたが，大ミサmajOr　miSSaにCanわrが出席したのに対し
　　　　　　　　　　　　　　（11）
COnVerSuSは厨房にとどまっている。典礼に関してCantOrほど必要視されて

いなかったことがわかる。また死者の沐浴・運搬は死者と同じ品級OrdOのも
　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
のによって為されることが規定されている。聖職者修道士と俗人修道士の差は

歴然としたものだった。

　この差は当時のCOnVerSuSの呼称にも確認される。すでに見たように慣習規
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定の比較から。onversusはidiotaと代替しうる概念である。従ってr詠唱す
　　　　　　　　　　　　（i3）
ることのできないConVerSuS」と記されているのは同じ脈絡からといえる。「我
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14〕
々が。onversusと呼ぶ無学な者i11iteratus」もある。くしくもG・コンスタブ

ルは「11世紀の終りにはクリュニー修道会のConVerSuSの第一の特徴は，成人

として入会したことではなく無学で品級を有せず故にCantOrの仕事を行い得
　　　　　　　　　　　　　（15）
ないことであった」と語っている。悪名高きクリュニーの祭式偏重主義の中で，

典礼の細緻化はCantOrとConVerSuSの溝をますます深めていった。だが本来

修道院共同体における順位は，修道院長が特別な決定によって昇進・格下げし

た者を除き，修道院へ人った年月に準ずるはずである。W・テスケはこれを本

来の修道士的urspr廿ng1ich－m6nchisch川頁佐原則としている。これに対して教

育の度合と教会の品級の程度に応じた教会の位階制的kirch1ich－hierarchisch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
序列があり，修道院の外へ出たときと典礼の聖祭で修道士に適用された。これ

が俗人修道士を聖職者修道士よりも低い地位に甘んじさせたのである。特にク

リュニーの場合日がな一日典礼がおこなわれたことは周知の事実で，ペトルス・

ダミアニをして「修道士には一日を通じて廻廊で会話を交わすことができる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
半時間の時間さえなかった」と言わしめている。COnVerSuSにとって教会の位

階制的序列は致命的なものであった。

　このような状況の中でCOnVerSuSもCan七〇rになることができたであろうか。

この点に関してこれまでCOnVerSuSを論じてきた研究者達はほぼ一貫して，11

世紀のConVerSuSは成人にな．って修道院へ入ってきた者が，ラテン語の読書き

が可能となり典礼の参加に支障をきたさなくなるまで留まった過渡的なもので

あると主張しむK・ハリンガーにとってその根拠となったのが，慣習規定の

編纂者ウダルリクスとオドーOdoからユーグHugoに到るクリュニーの大修

道院長の五人がすべて成人になってから修道院へ入ってきた者であるというこ

とだった。彼の考えによれば11世紀の。onversusとは司祭職Priestertumや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工8）
修道院長という最も高い役職に就き得る存在だった。但しK・ハリンガーの

COnVerSuS概念は修道院へ入った年齢でnuturituSと区分するものであり，Cantor

と対置される概念ではない。役職に登り得た例として挙げられた人々は聖職者

としてクリュニーに入ったCantOr達なのである。しかしCOnVerSuSとCantOr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i9）
を対置したN・ハントにおいても，前者から後者への上昇は確認されている。

それはウダルリクスの「もし修道院長殿が何らかの正当な理由であるConVθrSuS
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　　　　　　　　　（20〕
を昇進させるならば」という一節であった。但しこれは集会室。api七u1umと

食堂でという条件がついており，先に述べた修道士的位階の順位を上げるケー

スである。K・コンスタブルも先行研究に則って。onver昌usを一時的段階とと
　　（21）

らえた。

　確かにユ1世紀には成人してから修道院へ入った俗人の中に修道院の役職に就

くものがいた。例えばUxe11esの城主Grossus家のJoceramusはpriorになっ

ている。彼の弟Bemardusも財務係。amerariusからpriorになりLimogesの

St．Martia玉の修道院長に登用されている。但しすぐにpriorとして再びクリュ
　　　　　　　　（22）
二一に召還されるが。さらに高名な家系出身のmi1esであったTheodori㎝s

が修道院長ユーグのときに看護係infirmariusとして病人の世話をおこなった

例。俗人Da1matius　Joretが修道士となり財務係の。amerariusになった例。

マコン伯Wido皿．が1078年，彼の妻や息子さらに30人の彼の騎士とその婦人達を

連れて修道士となり，後にSouvignyのpriorになった例。俗人Girardus　Viridis
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
がViI1eneuveのpriorやMarcignyのpriorのsociusになった例がある。つ

まり俗人になってから修道院に入り役職に就いたのは専ら貴族層の俗人であっ

た。彼らにとってはinfirmariusをはじめとして。amerariusやprior，果て

は修道院長にまで登り得たのである。

　しかしながら，この少数の例を除いた他の俗人修道士はどうなったであろ㌔

慣習規定から見るところ修練士にとっては，終日院内でおこなわれた日課や秩

序を学ぶことが第一であり，ラテン語の読書きの習得は特に問題となっていな

い。conversusに求められたラテン語の知識といえば，主祷文pa拓r　nosセrあ

るいは第50詩篇を暗諦することぐらいであり，彼らの大多数にとってラテン
　　　　　　　　　　　　　　　（24〕
語の知識といえばそれで尽きていた。しかしConVerSuSの中にも詠唱をおこな

える者がいたことは確かで，Liber七ramitisの中で聖ペトロの鎖の祝日と聖ア

ンドレアの祝日に「詠唱することのできるConVerSuS」は，SaCerdoSや1eVita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
と同じカッパ。appaを着て。antorのごとくミサに臨んでいる。だがあくまで

C㎝VerSuSと記されており，ラテン語の知識の獲得もCan七〇rにはしていない。

長い修道生活を送るうちに読書き自体はできなくともミサを暗諦できるように

なったConVerSuSは存在したはずで，CantOrのごとく扱われたCOnVerSuSも

このような者達であったかもしれない。しかし典礼の肥大化の中で単なるラテ

ン語の知識に届まらない聖職者足り得る能力を獲得することは甚だ困難であり，
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教会の品級も得たわけではない。総じてu世紀のConVerSuSにとって聖職者修

道士になることは貴族出身者のみに可能な，多くの俗人には閉ざされた道であっ

た。

　とはいえ，ユO・11世紀において農民層も修道士に成ったことは確かである。

一般に修道院へ入ろうとする者はその際に何らかの寄進，特に土地を寄進した

のであるが，ベルナルドゥスの慣習規定の中に，土地又はそれに値するものを

贈与することができない者は，毎年5又は1Oソリドゥスso1idus支払うことで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26〕
修道院へ人ることが認められている箇所がある。このことはAda1ber七usとそ

の妻Beri㎎aがrもし私が修道士になりたいと思うならば，（修道士達は）私

を迎入れ，さらに私の妻をその死後埋葬する」ことを望んで土地1クルティル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27〕
ス㎝rti1usを寄進した文書からも読みとれ孔文面からだけではAda1bertus

が実際に修道士となったかは不明であるし，妻の埋葬分も別に寄進しているこ

とから，必ずしも彼が貧しい民衆層に属したとはいえない。しかし修道志願者

の土地贈与には珍しい面積があがっている。クルナイルスは家屋とそれに付随
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
した土地からなるコンパクトにまとまった地所で，寄進された物件の周囲の境

が記されていることからも決して広い面積のものではないことがわか乱つま

りこのようなユグルティルスで修道士になる際の十分な贈与物件と見なされて

いるのだ。所有した財産に関してだけでなく，身分的に不自由な者にも修道士

になる道が開かれていた。修道院の直営地deCaniaで働く隷属民の頂点に立っ

て土地を管理する俗人がprepositusであった。彼らは文書の証人としてしば

しば名を連ねており，その身分的従属性にもかかわらず地位は高く，自らの所

有地も保持している。このprepositusであるBernardusがr神の霊感につき

動かされて私の魂の救済のために世を捨てることを願い」クリュニー修道院へ
　　　　　　　　　（29）
寄進をおこなっている。このミニステリアーレン層の事例に加えて，真の不自

由身分である修道院のfamuIus　Rothbertusがその息子をクリュニーに入れ

ようとした文書がある。但しこのRothbertusは別の文書で，彼の存命中servus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
を所有し，死後には息子に土地の一部が相続されるように契約していること

から，famu1usの中でも高いランクに属していたことが推測されるが。この

Rothbertusの息子はdecania　Bisurniacumにおくられて1O年間養育された後，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
本人の意志次第でクリュニーに入ることができた。当面子供の奉献は保留され

たとはいえ，famu1usという院内の従属身分のものも修道士になりえたとい
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える。まさに11世紀までのクリュニーは理念的にも現実にも多様な身分の出身

者が共存する団体であった。

　12世紀に入るとクリュニー修道院にもかげりが見えはじめる。第9代修道院

長ペトルス・ヴェネラーヒリスPetrus　Venerabihs（在ユ122－1156）はこの状

況を刷新すべくn32年特別の会議を召集，その成果を1ユ46年に規則stat11七a

として公布した。その第24条には，病気の修道士や病室で食事をとる者に「従来の

ごとく俗人のfamu1usが奉仕するのではなく，修道士monachus又は。onversus

barbatiが奉仕すべきである」とある。そしてその理由として，修道士monachus

は俗人のfamu1usと一緒にいるよりも。onversusといた方がふさわしいこと，

これまでfamu1uSがブルクにいる家族に運んでいた病室の残飯をCOnVerSuS

なら盗まないだろうこと，famu1usが院内で見聞きしたことをもらしていた
　　　　　　　　（32）
こと，を挙げている。これまで議論の対象となってきたのがこのCOnVerSuS

barbatiの性格づけであった。K・ハリンガーはペトルス・ヴェネラーヒリス

の時代にもはや修道士ではないCOnVerSuSの存在を認めるが，その根拠として
　　　　　　　　　　　　　　（33）
この第24条と第48条を挙げている。第48条はr修道士でも。onversusでもない

hoc　est　nec　monachi　nec　conversi」ファミリアーリスfami1iarisを修道院に

入れることを禁じたものである。こうして彼は新しい型のConVerSuSが既婚で

俗人である奉仕人の職務領域を奪い，修道禁域から彼らを追出したと考えれ

W・テスケも第24条からこの。onversusはもはや修道士ではない別のグループで

あるとし，第48条で。onversusは修道士共同体内の俗人修道士のための呼称では

ないことを確認する。そして修道士がfamu1usよりも。onversusといた方が

良いという規則を変える理由から，conversusbarbatiは修道士とも俗人奉仕

人とも明らかに異なった存在であったが，famu1usよりも修道士に近く位置
　　　　　　　　（34）
していたとしている。

　このほかに。onversusが記載されている条項に第39条がある。これは「我々の，

ことにConVerSuSと称される人々のnOStrOrum，eorum　maXimequiConVerS三

diCuntur」間に怠惰が蔓延し，その結果修道禁域内外で少数の者が読みごく

わずかの者が書くほかは，修道院の壁にもたれて眠り終日無益に過ごしている

ことを嘆いて，手仕事。pus　manuumの導人を決めたものである。この箇条の

。onversusを解釈するにあたって重要なのが，教皇ケレンティヌス2世Ce1entinus
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I．に宛てたペトルス・ヴェネラーヒリスの1｝43年の書簡である。そこには「学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
誠ある者と同様，我々がConVerSuSと呼ぶ無学の者に」集会室で手紙の内容を

伝えたことが記されている。このCOnVerSuSはラテン語に精通していない無学

な者でありながら集会に1ittera七usとともに出席しており，K・ハリンガーが

この書簡を典拠に挙げていないことを考え合わせ一ると，ペトルス・ヴェネラー

ヒリス時代に11世紀の古い型のCOnVerSuSが存在したことは否定できない。結

局W・テスケは第39条と書簡の。onversusに古い型を認め，病室の。onversus
　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
にのみ新しいタイプの出現を確認する。しかしJ・デュボワはウダルリクスの

慣習規定からわかる病室のfamu王usの数がわずか3人と少ないことから，第24

条のCOnVerSuSは特別な仕事が与えられた俗人修道士で新たなCOnVerSuSが存
　　　　　　　　　　　　（37）
存したのではないとしている。またG・コンスタブルが11世紀の聖職者修道士

はユ2世紀にはmonachusと，11世紀の俗人修道士がユ2世紀に。㎝versusと呼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
ばれるようになったととらえているのは示唆的である。つまり12世紀を通じて

この二通りの修道士が存在し，それが規定の第24条と第48条に併記されだとい

うのである。彼によると新しい型のCOnVerSuSの形態的特徴の一つであると言

われる髪も，必ずしも新しいタイプを示すものではなく成人であることを示す
　　　　　　　（39）
ものであるという。確かにペトルス・ヴェネラーヒリスの規定でConVerSuS

barba七iと記されているのは一ケ所だけで，同じ条項内ですら残りは。onversus

と記されているにすぎない。しかし何といっても問題なのは，たとえConVerSuS

が修道士に近い存在だとしても，COnVerSuSだけに病室で働かせるのではなく，

修道士又はCOnVerSuSにその任務を負わせることである。COpVerSuSがもはや

修道士ではないというよりも，修道士内の狭義の修道士とは別のグループと解

釈した方が自然なのではないだろうか。総じてペトルス・ヴェネラーヒリス時

代のCOnVerSuSはまだ古い型を示しており，病室での任務は新たな仕事が俗人

修道士に加わったものと解し得る。但し第39条で特に。onversusの怠惰を嘆い

て手仕事。pus　manuumを導入していることを考えると，たとえ諸雑務の担い

手にすぎなかったとはいえ，典礼に参加し得た古い型のCOnVerSuSとは大分様

相を異にしており，次第に広義の修道士から離脱・変質し始めていたといえる。

　このConVerSuSの推移と対応するかのごとく，修道院が俗人を受入れる体制

にも変化が生じていた。第35条でクリュニー修道院長の同意や許可なしに何人

もクリュニーの修道士に受入れられないことが規定される。但し例外がつく。



86 一橋研究　第ユO巻第3号

r死に瀕して救済を望む者を除いて。もし待たせておくならおそらくは魂の気

まぐれのため帰ってしまい，行おうとしている回心の試みを続けないかもしれ
　　　　　　　　　　　　　（40）
ない高貴で役立つ人を除いて。」　次いでこの規則を行う理由として，農民・子

供・老人・愚人を安易に受入れたために弊害を生じたことがあがっている。修

道院へ入る俗人の規制がここに始まるが，その第一の対象は農民だったのであ

る。さらに第48条ではファミリアーリスを修道院へ受入れることが禁止される

が，その理由はファミリアーリスが神に奉仕することもなく手で仕事を行うこ

ともなくしゃべって暮らし，しかも食物や衣服を与えられ扶養されていること

にあった。修道院の規律の乱れの中で俗人が次第に院内から排除され，特に第

35条では貴族以外の俗人に修道士になる道が閉ざされた事態が読みとれる。

　このような路線は，ユ200年のユーグ5世HugoV．の規則statuaにも受

継がれる。第5条で修道士及び。onversusになることが規制されるが，やはり

例外を設けている。r死に瀕して救済を望む者を除いて。入会を好機なので拒

絶することができない高貴で役立っ人を除いて。また農業や役立つ仕事を行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
うのに適しかつ必要なCOnVerSuSを除いて。」　ここで初めて農業やその他の労

働に従事するCOnVerSuSが明示され，COnVerSuSが俗人修道士から助修士へ，

古い型から新しい型へ移行したことがわかる。農民や手工業者にはCOnVerSuS

の道が，貴族には修道士の道が別々に開かれたのである。つまり12世紀末まで

にクリュニー修道院に新しい型のCOnVerSuSが出現，経済経営の担い手として

働きつつあったのだ。但しG・コンスタブルも主張しているように，新しい

タイプの出現が身分形態の変化なのか，旧型のCOnVerSuSのほかに身分が固
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42〕
定・永続する新しいタイプのものが導入されたのか確証はない。

　ユ2世紀の。onversusの変化の背景を為すかのごとく，この頃クリュニー自体

が揺動いていた。ユ080年頃まで修道院の経済は広大な所領経営から成立ってい

た。ところがカスティリア王フェルナンドによる金1000マンクスmancus，及

びその息子アルフォンソによる倍額の毎年の贈与に象徴される，貨幣や貴金属

の新たな財源が加わって修道院の財政は根本的に変化した。修道士の生活水準

が急激に高まり支出が増大する一方で，所領経営はなおざりにされ，修道院は

次第に貨幣経済に巻込まれていった。1120年以降，修道院が多量に撒散らした

貨幣のために貨幣価値が下落，物価が上昇して予算の均衡が破れ，修道院の財
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政は危機に陥った。ペトルス・ヴェネラーヒリスは経済の再建を目ろんで所領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4三〕
経営に立返ろうとしたが，結局借金財政に進んだ。

　1ユ30年頃早くもクリュニーは金ユエ0オンスunciaをPetrus　de　Montemedio
　　　　　　（44〕
から借りている。また1149年には修道院の負債は銀2000マルクmarcaに達し

ており，これを埋めるためにウィンチェスタの司教ヘンリーは金ユOOOオンスを

融通する。後者の契約で注目すべきことは市民burgensis21人が保証人として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
あがっていることである。そのうち2人は商人mercatorと記されている。建

設当初10人余の修道士が住むにすぎなかった修道院の周囲に，農民・修道院で

働く従僕・貧者，さらに商人や手工業者も集まってブルクを形成・発展させて

いったことがわかる。やがて修道院側はブルクの住民の実力を無視し得なくな

る。1145年ペトルス・ヴェネラーヒリスはユ5歳以上のすべての市民と協定を結

び，市民がクリュニーの敵と交際することを禁じ，修道院長の求めに応じて武

装・出動したりブルクの防衛にあたることを取決めた。反対給付は戦死者

の修道院墓地への埋葬と死者供養であり，クリュニーの外にいる同盟者の保護
　　　　　（46）
もうたわれた。また1ユ61～1172年にステファヌス1世StephanusI．によっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
て，1ユ88年にはユーグ4世HugoIV．によって市民の権利が確認されている。

　ペトルス・ヴェネラーヒリスの規則第24条にfamuiusがブルクにいる家族

に残飯を運んだり院内で見聞きしたことをもらすことが記されていた。これは

オディローOdi1o時代に院内で厳格な規律に服して暮らした未婚のfamu1us

とは様相を異にした，既婚でブルクに家族をもつ外的接触度を増した危険な存

在としてのfamu1usが登場したことを示す。修道院の発展が貨幣経済を導き，

内には財政危機，外にはブルクの形成と伸張を促し，皮肉にも修道院を大きく

揺振ったのである。

　ペトルス・ヴェネラーヒリスの規則はこうした修道院の状況を実によく反映
　　　（48）
している。当時修道士達は明らかに著イ多に流れていた。蜂蜜や香料の入ったブ

ドウ酒pigmentumが禁止され（第11条），修道士の衣服に対する恥ずべき執

着が嘆かれた（第16条）。一定のものを除いた毛皮の禁止（第ユ7条），白や黒の

廉価な布から出きたベッドの上掛けを使用すること（第王8条）が説かれる。さ

らに経費の削減を目ろんで亡き修道士の記念のためのpraebenda（貧者への飲

食の饗応）が日に50人分に制限される（第32条）。120本の蟷燭を点じたという

。oronaの点灯も計7日の祝日に限定される（第52条）。これらの状況と対応し



88 一橋研究　第10巻第3号

て興味深いことは，祭儀執行を行い得ないような者を聖職者身分から排除しよ

うとする傾向があったことである。第36条では未熟な児童を修道士として受入

れた弊害から，20歳になるまで児童は修道士になれないことを規定している。

また第43条では青年ado1escens，無学な者i1htera仇s，無分別な者等が司祭に

叙品されることを避けるために，叙品年齢を30歳，少なくとも25歳と定めてい

る。読書きの能力を欠くCOnVerSuSが聖職者範躊から明確に分離していく要因

がここに読みとれる。しかしこういった修道院の変化は修道士側だけにとどま

る問題ではなかった。

　第23条では在俗聖職者や俗人の，ことにfamu1usの院内への出入りが絶え

なかったために彼らが修道士とあまり変わらなくなってしまったことが挙がっ

ている。農民・子供・老人・愚人を安易に受入れたために修道院が疲弊したこ

と（第35条），conversusが終日無益に過ごす姿（第39条），仕事もせずにしゃ

べって暮らすファミリアーリスの存在（第48条）は先に見た通りである。修道

院の名声にひかれて多数の俗人が来院，それが必然的に規律の弛緩にっながっ

たのである。しかも当時修道士の数はかつての60～80人から300～400人に達し

ている（第55条）。こうしてペトルス・ヴェネラーヒリスは修道禁域からでき

るだけ俗人を排除しようとする。病室で働くfamu1usが修道士又は。onversus

に代わったのはこのような傾向の中でであった。G・デュビーも病室での

。onversusの採用を，経済的動機ではなくて第39条のごとく無為に過ごすのを
　　　　　　　　　　（49）
防ぐためであるとしている。このように見てくると，第35条で特に農民層が修

道志願者から排除されたことは，修道院の再興を計るなかで不可避の対策だっ

たといえる。

　ところでユーグ5世のユ200年の規則の第5条であるが，ここでもまず俗人・

農民・老人・その他あらゆる種類の不具者をあまりにも安易に受入れたことに

よって修道院が悩まされていることが記されている。これは同条項だけではな

い。第4条に不具者や役立たない人を受入れることによって災いが忍込んだこ

と，第6条では児童を機が熟さないうちに性急に受入れたために修道院が損わ

れ，宗教上の活動も妨げられていることがあげられている。つまりペトルス・

ヴェネラーヒリスの第35条「クリュニー修道院長の同意や許可なく何人もクリュ

ニーの修道士に受入れられない」という一文とその例外規定にもかかわらず，

1200年になってもまだ修道院に貴人以外の人が入って来ているのだ。いわば第



クリュニー修道院におけるCOnVerSuSの変化とその背景 89

5条で例外として修道院へ入ることを認めた者の規定にr農業や役立つ仕事を

行うのに適しかつ必要であるCOnVerSuS」をつけ加えたのは，民衆身分のものを

排除しきれなかったことに対し，新たな対策を打出したものといえる。

　J・フェヒターは，回心の際修道院にもたらされる嫁資物件つまり土地の大

きさと文書に記された寄進者のタイトルから修道士の出身階級を割り出し，11

世紀後半にそれまで農民出身者がかなりいた状態から貴族層がふえ，翌世紀ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）
てには貴族層のみに占められるようになると結論しれこれに対してW・テス

ケは，ペトルス・ヴェネラーヒリスの第35条の入会者を制限する条項に，修道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
院が様々な社会層の出身者から成る共同体でなくなる端緒を見出した。しかし

12世紀末になってもまだ修道院に農民・老人・子供等が人ってきていることは

事実で，修道院の閉鎖性の実態という意味で両者とも疑問視せざるを得ない。

だがこのように民衆層の俗人を修道土構成員から排除したこ・とを明文化したこ

とは，理念的に貴族層と利害の紐帯を結んだことを示し，貴族的体制を一層強

化するものであったといえる。こうして1314年頃エンリクス1世Henri㎝sI．

の規則statuta第71条に再度ペトルス・ヴェネラーヒリスの第35条の入会制限
　　　　　　（52）
規定が繰返される。

　つまりクリュニー修道院にとって新しいタイプのC㎝VerSuSの出現とは，修

道院の体制の変化の中で修道士構成員の変革を狙って出てきたものなのである。

従っでこのような背景をもつクリュニーの助修士は明らかに農民・手工業者を

主体とする民衆層から成っており，貴族出身者も加わっていたという一シトー会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（53〕
やヒルザウ修道院とは著しい対象をなす。尚本稿では修道士構成員の身分確定

という意味で，近年盛んとなっているネグロロギウムを中心とする分析成果を

考慮しておらず，問題を残していることを断わっておく。

（注）

11）シトー会についてはM．Tbpfer，刎e地πUers舳derZ｛8ferz｛例8ぴ，Ber1in，

　1984．今野國雄「12・3世紀における修道院経済の変貌」r社会経済史大系』，第

　2巻，弘文堂，1960年，『西洋中世の社会と教会』，岩波，工973年所収。

12〕K・ハリンガーは助修士の起源を追究する論文の中で，様々な地域や時代にま

　たがる各宗教団体を，その差異を看過して無批判に検討した。（K．He1hnger，

　“Woher　kommen　die　Laienbruder？。”λη幽。tα．Sαcr｛0r泓πj8αs柳一

　αεπ舳，v0112．1956，pp1104）これと対象的にJ・テユボワは特定の時代や

　場所で得られた結論を一般化することを問題にし，むしろOOnVerSuSの担った
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　仕事や置かれた地位等，同じ問題を異なった修道院に設定，比較することが重要

　であると個別研究の必要性を主張した。（J1Dubois，“L’institution　des　conwers

　au　X11e　siさ。1e，”∫王α｛o｛π9“α“soc加tαs　c伽｛sf｛απα”．de｛sθco互｛．X工εX仏

　MiIano，1965，in1刑就。かe　m0πα8吻αεeπルαπceααX”εs｛2c工e，

　London，1982，p1261．）ここでとりあげるクリュニー修道会は最盛期には2000

　院に達したとも言われており，母院と傘下の修道院の体系，各修道院の独自性に

　ついては未だ解明されたとは言い難い。従って対象を母院に限定することにす

　る。

13〕いわゆるファルファFarfaの慣習規定は11世紀前半に成立。ここでは白d，

　P．Dinter，五沁erかαm捌sαω｛0d〃。η｛8αああαれ8，Corρ鵬Coπ8m肋d加ωm

　μoπα8‘jcαrαm，vo1．10，Sie帥urg．1980。（以下Lib．tram一と略記）を使用。

　ベルナルドゥスBemardusとウダルリクスUda1ri㎝sの慣習規定は同世紀後半

　に成立。Ed．M，Herrgott，“Ordo　C1uniacensis　per　Bernardum，”γ‘物8

　必。加工加αmoηα曲。α，Paris，1726，pp．133－364．（以下Bemardusと略記）；

　Ed．J，P．Migne，“Antiquiores　consuetudines　C1uniacensis　monasterii：

　collectore　UdaIrico　momoho　Benedictino，”P工，voI．ユ49，Paris，1882，

　co1，635＿778．（以下Uda1ricusと略記）

14〕Uda1ricus1I，28（co1，714）：’ut　legant，et　canten士，qui　hoo．sciunt；et　qui

　ahud　non　valent，cande1abra　et　thuribu1a　portent．’

15〕K．Hauinger，op．cit．，p．15．

（6〕N．Hunt，α砒πツαπder　Sα｛π‘Hω8ゐj049一〃09，London，1967，p．89；

　W－Teske，“Laien，Laienm6ncho　und　Laienbruder　in　der　Abtei　C1uny　I，”

　Frカんm｛批e’α此erμcんe8肋棚eη，voL1O，1976，p．289；id一，“Bernardus　und

　Joceramus　Grossus　a1s　M5nche　von　Cユuny，”0rdeπs8伽凶επ，volし1，

　Ber1in，1980，p．18．

（7〕Uda1ricus　II，10（co1，706）：‘unum　est　pueris，aIterum　cantoribus，ter－

　tium　idiotisl’；Bemardus　I．18（p．175）1’unum　est　pueris，id　est　medium，

　duo　Sacerdotibus＆Levitis，idest　superiores，duo　aha　Cantoribus　a1iis，

　＆Conversis，idest　inferiores．’

⑧　W・テスケによればファルファで33回，servitorとしては2回，ベルナルドゥ

　スでは16回，servitorとしては1回，ウダルリクスでは7回，この任務であら

　われている。（W　Teske，“La1en，La1enmorche　I，”p290）

19〕　Ibid．，p1291；id．、“Bernardus一，”p．19．

OO〕例えば行列について詳細に記述しているしib．tram．を見ると．conversusが

　十字架・燭台・香炉・聖水を持つのは，降誕察の行列13，41p．23），マリアお潔めの

　祝日の蟷燭行列31．3（p．41）．枝の主日の行列54．2（p．68）ではその他，聖ペトロの

　聖画像，教皇マルクスやパーテル連の聖遺物、教皇グレコリウスユ世の聖遺物箱も

　持っている。さらに復活祭の行列58．2（p．89），祈願祭の行列70．2（p．104）では十字

　架と聖水のみを持ち。マリア被昇天100．4（p．150）の行列では聖水を持っていない。

O1〕Bernardus　I，46（p．238）では。onversusと記されているが，Uda1ricus

　皿，38（co1，727）にはidiotaとある。



クリュニー修道院におけるCOnVerSuSの変化とその背景 91

ω　Lib．tram．195．5（p．276）「sacerdosならばsacerdosが・・一1evitaなら

　　ば1evitaが，俗人王ai㎝sならば俗人が」’Si　sacerdos　fuerit，sacerdotes．．．．．．

　　si1euita　fuerit1euite；si1aicus1ayci一’；Uda1ricus皿，29（co1－773）

　　「品級があるにしろないにしろ同位である者が」’qui　ejuS　Sunt　SimileS　Vel

　　in　ordine　veユsine　ordine’

l13〕Lib．tram．，3ユ、3（p．41），195．5（p，275）＝’conuersi　qui　nesciunt　cantare’

ω　Ed．G．Constab1e，τh2jθ“θr80ゾPe‘er肋2γ例erαωε，vol．1，Harvard，

1967．！12（p．300）：’initeratis　quos　conuersos　uoca㎜s’

05〕G．Constab1e，“《Famuh》and《Conversi》at　CIuny，”五ω雌Beπε一

　　棚α｛兀ε，vo1．83，ユ973，in：Cエ山π｛αo　S勉d｛鯛，London，1980，PP．339－340．

l16〕WTeske，“La1en，La1enmonohe＿I．”pp303＿304，1d，“Bernardus，”

　　PP2122
117〕Petrus　Damiani，Episto1a，J，P．Migne，P工，vo1，144，Paris，1867，co1，

　　380：‘vix　per　totum　diem　unius　sa1tem　vacaret　hor鴉dimidium，quo

　　fratribus　in　c1austro1icuisset　miscere　co11oquium．’

虹副　K．Haninger，Gor雄一Kω職，Roma，1950，2rd　ed．，197ユ，pp．522－524；id．

　　“Woher　kommen＿，”pp．14＿16．

l19〕N．Hunt，op．cit、，P．90．

但OO　UdaIricus　II，30（coL720）：’si　domnus　abbas　propter　a1iquam　rationa－

　　bi1em　causam　quemユibet　conversum　levaverit’

制〕G．Constab1e，“《Famuユus》1”p．336．

幽〕W．Tosko，“Bernardus一．”pp．12－16．クリュニー修道院には院長abbasに

　　次ぐ地位を保持するprior　majo・とこれを補佐するprior　c1austra1isがいた。

　　また分院長のこともpriorと呼んでいる。

㈱　W．Teske，“Laien，Laiemm6nche＿I，”p．319．

但幼　Ibid．，pp．315＿3ユ7．

脚　Lib．tram．，95（p．144）：bonuersi　qui　sciunt　cantareI；135（p．195）：’conueト

　　Si　qui　Cantare　uaIent’

鯛〕　Bernardus　I，5（p．145）．

卿一Ed．A．BernardetA．Brue1，月ec阯e議de8cん㎝tε8dε正’αbbαツedeα砒πツ，

　　6vo1s．，Paris，1876＿！903　（以下Cと略記）．C．301（927－942）：‘si　vo1untas

　　michi　venerit　ut　monachus　sim，recipiant　me，et　uxore皿meam　post

　　obitum　suum　sepe1iant．1

㈱　クリュニー修道院の所領におけるクルナイルスについては，G．de　Valous，

　ムεdOmα加e　de㌍α6bqγεde　Cエππツα砒κ　地et　Xエ2　8｛ec工θ8，　Paris，1923．

　　PP．70一一73．

鯛〕C．3136（1049＿11C9）：’divina　inspiratione　conpunctus，pro　sa1ute　anime

　　nle皇，secu1u工n　deserere　cupiens’

130｝　C．3756（1100）、

θ1〕　C．3021（玉049＿ユエ09）．

132〕Ed．G．Constab1e，“Statuta　Pet．r．i　Venerabihs　abbatis　C1uniacensis，”
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149〕

制〕

O1〕

馳

153〕

　　00M’，v0116，Siegburg，1975，pp．19－106．なおこの規則に関しては本文中

に条数を示すことで注を省略する。‘nuuus，ut　fieri　so1ebat，famu1orum1ai－

corum　serviat，sed　monachi　tantummodo　aut　conversi　barbati．’

W．Teske，“Laien，lLaie㎜6㏄he　und　Laienbr舳r　in　der　Abtei　C1uny

I，”ル挑m妙王α脆舳加Sεα伽π。・・1・11．1977，P・289・

　　G．Constab1e，“The1etters＿，”vo1．1，112（p－300）：’tam1itteratis，quam

i11iteratiS　quOS　COmerSOS　u㏄amuSI

　WTeske，“La1en，La1enmonche皿，”p290
　J．Dubois，op．cit．，p．227．

　G，Constab1e，“《Famu1i》＿，”p．348．

　Ibid．，p．347．

　　’nisi　ad　su㏄urrendum，excoPtis　magnis　et　utilibus　personis，quae　si

differrentur1evitate　fortassis　animi　retrocederent．nec　in　incopto

conversionis　proposito　permanerent．’

　　Ed．J．P．Migne，Hugonis　V．abbatis　C1uniacensis　decimi　septimi

statuta，PZ，vol．209，Paris，1855，co1，83！－896．この規則に関して本文中に

条数を示すことで注は省略する。‘nisi　ad　su㏄urrendum，exceptis　nobi1ibus

et　uti1ibus　personis，quibus　non　possit　ingressus　commode　denegari，

et　exceptis　iHis　conversis，qui　aPti　et　necessarii　sint　ad　agri　culturam，

ve1ad　opera　utilia　exercenda’

　G．Constab1e，“《Famu1i》＿，”p．349．

　　クリュニー修道院の財政の変化については・G．Duby，孔e　budget　de　I’abba－

ye　de　Clu　ny　entre　1080et　1155，”Homme8ef　sか阯。ωres　d阯moツθπδ8e，

Paris，1973，pp．61－82．

　C，4012（1130）．

　C．4142（1149）．

　J．Fechter，αωπツ，λdε工u兀dγo肋，T－bingen，1966，p11011

　C．4205（1161＿1172）；C．4329（1188）．

　ペトルス・ヴェネラービりスの規則については，D．Know1s，“The　reforming

decrees　of　Peter　the　Venerb1e，”　Pεケ鵬γ2π2rαb〃8〃56＿j956，Roma，

1956，pp．1＿20．

　G．Duby，“Le　monachisme　et　l’economie　ruraユe，”Homm鯛εf　sfηκ一

助re8ぬmoツeηδge，Paris，1973，p．391．この論文に先立つ“Le　budget・de

1’abbaye　de　C1my　entre　1080et1155．”の中でfamu1usに代わって。onversus

を導入する理由をより少ない費用で仕事を行うことができることに求めている

（p．74）。病室で働くfamu1usは年に40デナリウス受取っている（p．65）。

　J．Fechter，op．cit．，p－2．

　WTeske，“Laユen，Laユenbruder　I，”pp293，314，316etc

　Ed．G．Charvin，St倣∬8，cんαρ沈re886π6rα1〃ef　Uゐ｛施8de工’ordre　de

Cωπツ，．vo1．1，Paris，1965，pp．121＿122．

　M．Tdpfer，op．cit．，pp．38，183etc．本富彰広「南ドイツの改革修道院における
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助修士」r史観』，第106冊，1982年，46貫。
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